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　県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなど、特別の負担を軽減する一助として、在宅
の重度障害児童に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。以下、その制度について紹介します。 

　精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の障害
児で、福祉保健所長の認定を受けた方。 
　なお、以下の場合は対象となりません。 
　（1）施設に入所（通所を除く）している場合。　（2）政令で定める公的年金を受給している場合。 

　精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の
在宅の障害者で、福祉保健所長の認定を受けた方。 
　なお、以下の場合は対象となりません。 
　（1）施設に入所（通所を除く）している場合。　（2）病院又は診療所に3カ月以上継続入院している場合。 

　手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以
上ある場合には、手当の支給が制限されます。 

照明工事、自動火災報知設備、暗幕設備、壁修繕の為休館いたします。 

町民の皆様のご理解をよろしくお願います。尚、体育施設借用の受付は、
月曜日～金曜日（土日、祝日は除く） 

　認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本の写、認定診断書などの必要書類を添えて、お住まいの町村役場の障害者福祉
の窓口へ提出して下さい。なお、認定請求書などは役場または中部福祉保健所総務福祉班にありますので、お問い合わせ下さい。 

　毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3カ月分を、届け出た金融機関の口座に振り込みます。 

月額　14,380円（平成21年4月現在） 

月額　26,440円（平成21年4月現在） 

8時30分～17時30分　教育委員会（社会教育課）で行っております。 
TEL 098-968-8996

特別障害者手当 

特別障害者手当 

障害児福祉手当 

障害児福祉手当 

金武町役場 保健福祉課 社会福祉係　電話番号　098ー968ー3559　（有）8ー3559 
沖縄県中部福祉保健所総務福祉班　電話番号　098ー938ー9709
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平成21年4月1日より、金武町役場の業務時間が 

下記のとおり変更となります。 

変更前 午前8時30分～午後5時30分 

変更後 午前8時30分～午後5時15分 
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